
​令和８年度秋田県広報紙配布業務（秋田市全域）仕様書​

​１　目　的​
​令和８年度の秋田県広報紙の発行に当たり、秋田市全域の世帯への配布について一元​

​的に管理して円滑かつ効率的に行うことを目的とする。​

​２　仕様詳細​

​（１）業務の内容​
​令和８年度の秋田県広報紙について秋田市全域の世帯への配布業務​

​　（２）配布物​

​　　　　ア　名称​

​　　　　　　秋田県広報紙​

​　　　　イ　規格​

​Ａ４判縦　フルカラー　マットコート紙（四六判換算で５５㎏以上） ８頁​

​※１２頁又は１６頁での発行を行う場合がある。​

​　　　　ウ　発行回数​

​　　　　　　年５回​

​　　　　エ　発行日​

​　　　　　　５月、８月、１０月、１月、３月の１日​

​　（３）秋田市全域の世帯への配布部数​

​　　　　６８２，５００部（１回当たり１３６，５００部×年５回を予定）​

​　　　　ただし、世帯の増減により配布部数が変更となる場合がある。​

​　（４）配布物の引き渡し​

​　　　　別途契約する印刷配送の業者から引き渡しするものとする。​

​　（５）広報紙の制作スケジュール​

​　　　　制作は、別紙仕様書資料の制作スケジュール予定をもとに行う。​

​　　　　日程の変更が生じる場合はその都度調整の上、行うものとする。​

​　（６）配布に関する留意事項​

​ア　配布日は、広報紙が納品されてから速やかに配布するものとし、発行日の１​

​週間後までに完了すること。​

​　　ただし、１月１日発行日分については、別途協議の上、決定する。​
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​イ　配布漏れのないよう徹底すること。特に、住宅やアパートの新築による入居​

​など、世帯の転入、転出には十分に注意すること。​

​ウ　広報紙とそれ以外の配布物（県議会、秋田市が発行する広報紙を除く。）の​

​一括配布については、その配布物の発行元があたかも県と一体のもの、あるい​

​は県が支援などを行っているものと誤解されるおそれがあることから、次のこ​

​とに留意すること。​

​　（ア）広報紙に他の配布物を挟み込まないこと​

​　（イ）広報紙と他の配布物を重ねた上で二つ折りなどにしないこと​

​　（ウ）一括配布に疑問があるものは、県と協議してから行うこと​

​エ　広報紙が風雨などで汚れ、濡れ、周囲に散乱することのないよう、郵便受け​

​などにきちんと入れること。​

​オ　２世帯住宅など特別な場合を除き、１戸に複数を配布しないこと。​

​カ　配布先に不快感を与えないよう配慮するとともに、路上駐車等により周辺地​

​域へ迷惑を及ぼさないよう注意すること。​

​キ　ツキノワグマの出没や飼い犬等により、配布作業に危険を伴うおそれがある​

​世帯又は地区への配布については、事前にマーケティング戦略課と協議するこ​

​と。​

​ク　その他、住民に誤解を与えるなど配布全般について苦情があったときは、誠​

​実かつ速やかに対応できるよう社内の緊急連絡網を構築すること。​

​ケ　未配布などの苦情が寄せられた場合は、個別にマーケティング戦略課の指示​

​に従い、対応するものとし、その対応結果はその都度報告すること。​

​　（７）契約期間​

​　　　　契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで​

​　（８）その他​

​ア　業務の実施に当たっては、秋田県広報紙の発行について、円滑かつ効率的に​

​県内の各世帯に届けることに主眼をおき、広報紙の企画制作、印刷配送、配布​

​の各業務について連携して行うものとする。​

​イ　著作権、肖像権や個人情報、その他について関係法令等を遵守すること。​
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